
議 案 第 ３ ４ 号  

 

 

伊 丹 市 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 条 例 及 び 伊 丹 市 手 数 料 条  

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

伊 丹 市 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 条 例 及 び 伊 丹 市 手 数 料 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  

 

 

 

理  由  

情 報 通 信 技 術 の 活 用 に よ る 行 政 手 続 等 に 係 る 関 係 者 の 利 便 性 の 向

上 並 び に 行 政 運 営 の 簡 素 化 及 び 効 率 化 を 図 る た め の 行 政 手 続 等 に お

け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （  

令 和 元 年 法 律 第 １ ６ 号 ） に よ る 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術

の 利 用 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ １ 号 ） 及 び 行 政 手 続 に

お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平

成 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ７ 号 ） の 一 部 改 正 に 伴 う 規 定 整 備 等 を 行 う た め 。  

  

議３４



伊 丹 市 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 条 例 及 び 伊 丹 市 手 数 料 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ２ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

（ 伊 丹 市 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  伊 丹 市 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 条 例 （ 昭 和 ２ ６ 年 条 例 第 ２

３ １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ５ 条 第 ２ 項 中 「 の 各 号 」 を 削 り ， 同 条 第 ３ 項 中 「 前 項 各 号 」

を 「 前 項 」 に 改 め る 。  

第 １ １ 条 中 「 こ の 条 に お い て て 」 を 「 こ の 条 に お い て 」 に 改 め ，

同 条 第 ２ 号 中 「 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す

る 法 律 」 を 「 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 」

に ， 「 第 ４ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ７ 条 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

（ 伊 丹 市 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  伊 丹 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ ２ 年 伊 丹 市 条 例 第 ７ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 ２ 中 第 ７ ７ 号 及 び 第 ７ ７ 号 の ２ を 削 り ， 第 ７ ７ 号 の ３ を

第 ７ ７ 号 と す る 。  

付  則  

こ の 条 例 中 第 １ 条 の 規 定 は 公 布 の 日 か ら ， 第 ２ 条 の 規 定 は 公 布 の

日 又 は 情 報 通 信 技 術 の 活 用 に よ る 行 政 手 続 等 に 係 る 関 係 者 の 利 便 性

の 向 上 並 び に 行 政 運 営 の 簡 素 化 及 び 効 率 化 を 図 る た め の 行 政 手 続 等

に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 （ 令 和 元 年 法 律 第 １ ６ 号 ） 附 則 第 １ 条 第 ６ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行

の 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら 施 行 す る 。  

議３４-２＊




